


安全帯 墜落制止用器具

① 胴ベルト型（一本つり） 胴ベルト型（一本つり）

② 胴ベルト型（Ｕ字つり） ×

③ ハーネス型（一本つり） ハーネス型（一本つり）

厚生労働省は、建設業等の高所作業において使用される「安全帯」について、
以下のような改正を行うとともに、安全な使用のためのガイドラインを策定しました。

安全帯が「墜落制止用器具」に変わります！
～ 安全･安心な作業のため、適切な器具への買い換えをお願いします ～

今回の改正等のポイント

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 H30.7

１. 安全帯を「墜落制止用器具」に変更します（安衛令(注1)の改正）

２. 墜落制止用器具は「フルハーネス型」
を使用することが原則となります
（安衛則(注2)等の改正、ガイドライン(注3)の策定）

３. ｢安全衛生特別教育」が必要です
（安衛則・特別教育規程(注4)の改正）

墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となり
ますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面
に到達するおそれのある場合（高さが6.75ｍ以下）
は「胴ベルト型（一本つり）」を使用できます。

以下の業務を行う労働者は、特別教育（学科4.5時間、実技1.5時間）を受けなければな
りません。

▶ 高さが２ｍ以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のう
ちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務（ロープ高所作業に係る業務を除く。）

「安全帯」の名称を「墜落制止用器具」に改めます。
「墜落制止用器具」として認められる器具は以下のとおりです。

②には墜落を制止
する機能がないこ
とから、改正後は
①と③のみが「墜
落制止用器具」と
して認められるこ
とになります。

※ 「墜落制止用器具」には、従来の安全帯に含まれていたワークポジショニング用器具であるＵ字つり用胴ベルト
は含まれません。なお、法令用語としては「墜落制止用器具」となりますが、建設現場等において従来からの呼
称である「安全帯」「胴ベルト」「ハーネス型安全帯」といった用語を使用することは差し支えありません。

×

事業主の皆さまは、このリーフレット等を参考に、

安全・安心な作業環境、ルールづくりを徹底して

ください。作業員の皆さまも、定められたルール

に従い、適切な器具の使用をお願いいたします。

政令等の改正について Ｐ３～

フルハーネス型
墜落制止用器具

ガイドラインについて Ｐ５～

(注1)労働安全衛生法施行令 (注2)労働安全衛生規則 (注3)墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン (注4)安全衛生特別教育規程
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2018(平成30)年 2019(平成31)年 2020(令和2)年 2021(令和3)年 2022(令和4)年
以降１月 ４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月

政令改正 ★公布 ★施行日(2月1日) ★完全施行日
(1月2日～)省令改正 ★公布 ★施行日(2月1日)

改正法令に基づく墜落
制止用器具の使用
現行法令に基づく安全
帯の使用が認められる
猶予期間
安全帯の
規格改正（予定）
改正構造規格に基づく
墜落制止用器具の製
造・販売
現行構造規格に基づく
安全帯の製造・販売が
認められる猶予期間
特別教育規程の改正 ★告示 ★適用日(2月1日)

安衛則、ボイラー則、クレーン則、ゴンドラ則及び酸欠則を改正し、次の規定について「安全帯」を「墜落による

危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具（要求性能墜落制止用器具）」に改めます。

①① 「「安安全全帯帯」」をを労労働働者者にに使使用用ささせせるるここととをを事事業業者者にに義義務務付付けけるるここととをを内内容容ととししてていいるる規規定定及及びび当当該該規規定定とと関関係係すするる規規定定

②② 作作業業主主任任者者等等にに「「安安全全帯帯」」のの使使用用状状況況のの監監視視やや機機能能のの点点検検等等をを義義務務付付けけるるここととをを内内容容ととすするる規規定定

「墜落制止用器具」への名称変更（安衛令第13条）

安衛令第13条第３項第28号を改正し、「安全帯（墜落による危険を防止するためのものに限る。）」を「墜落制

止用器具」に改めます。また、本改正後「墜落制止用器具」として認められるのは、「胴ベルト型（一本つり）」と

「ハーネス型（一本つり）」のみとなり、「胴ベルト型（Ｕ字つり）」の使用は認められません。

墜落による危険の防止（安衛則第130条の５等）

建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による

危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。また、国際規格等では、

着用者の身体を肩、腰部、腿などの複数箇所で保持するフルハーネス型安全帯が採用されています。

このため、厚生労働省では、現行の安全帯の規制のあり方について検討を行う専門家検討会を開催し、その

結果※を踏まえ、安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、その名称・範囲と性能要件を見直すとともに、特

別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化しました。また、墜落制止用器具の安全な使用

のためのガイドラインも策定しています。

なお、墜落制止用器具の構造規格については、2019（平成31）年１月頃に告示する予定です。

※ 墜落制止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会報告書（平成29年6月13日・厚生労働省取りまとめ）
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安全帯の規制に関する政省令・告示の改正は、下の表のようなスケジュールで公布・告示され、施行・適用さ

れる予定です。フルハーネス型を新たに購入される事業者は、購入の時期にご留意下さい。

現行の構造規格に基づく安全帯（胴ベルト型・フルハーネス型）を使用できるのは
2022(令和4)年1月1日までとなります。

経過措置（猶予期間）

★適用日①(2月1日)
★適用日②(8月1日)

政令等の改正について

【改正の背景】

★墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具の選定要件について → ５ページ参照

2019(平成31)年１月に改正される予定の「安全帯の規格」と、本紙掲載の「ガイドライン」において規定されます。

使用可能（2022年1月1日まで）

使用可能（2019年2月1日～）

製造可能 製造・販売可能（2019年2月1日～）

製造・販売可能 販売可能

×

×
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安衛法第59条第３項の特別教育の対象となる業務に、「高さが２メートル以上の箇所であって作業床を設ける

ことが困難なところ(★)において、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務

（ロープ高所作業に係る業務を除く。）」が追加されます。

特別教育の対象となる業務を行う者は、下下表表Ⅰ～Ⅴのの科科目目（（学学科科44..55時時間間、、実実技技11..55時時間間））を受講する必要が
ありますが、例外として、以下の場合は一部の科目を省略することができます。

フルハーネス型墜落制止用器具の使用等に関して十分な知識及び経験を有すると認められる者について

は、下記のとおり学科・実技の一部の科目を省略することが可能です。

① 適用日時点において(★)の場所でフフルルハハーーネネスス型型をを用用いいてて行行うう作作業業にに６６月月以以上上従従事事ししたた経経験験を有す

る者は、ⅠⅠ、、ⅡⅡ、、ⅤⅤをを省省略略できます。

② (★)の場所で胴胴ベベルルトト型型をを用用いいてて行行うう作作業業にに６６月月以以上上従従事事ししたた経経験験を有する者は、ⅠⅠをを省省略略できます。

③ ロローーププ高高所所作作業業特特別別教教育育受受講講者者又は足足場場のの組組立立てて等等特特別別教教育育受受講講者者は、ⅢⅢをを省省略略できます。

なお、適用日（2019(平成31)年２月１日）より前に、改正省令による特別教育の科目の全部又は一部につ

いて受講した者については、当該受講した科目を適用日以降に再度受講する必要はありません。
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特別教育（安衛則第36条、特別教育規程第24条）

実技科目 範 囲 時 間

Ⅴ 墜落制止用器具の使用方法等 ①墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法

②墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への
取付け方法

③墜落による労働災害防止のための措置

④墜落制止用器具の点検及び整備の方法

1.5時間

学科科目 範 囲 時 間

Ⅰ 作業に関する知識 ①作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法

②作業に用いる設備の点検及び整備の方法

③作業の方法

１時間

Ⅱ 墜落制止用器具（フルハーネス
型のものに限る。以下同じ。）
に関する知識

①墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの
種類及び構造

②墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法

③墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への
取付け方法及び選定方法

④墜落制止用器具の点検及び整備の方法

⑤墜落制止用器具の関連器具の使用方法

２時間

Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 ①墜落による労働災害の防止のための措置

②落下物による危険防止のための措置

③感電防止のための措置

④保護帽の使用方法及び保守点検の方法

⑤事故発生時の措置

⑥その他作業に伴う災害及びその防止方法

１時間

Ⅳ 関係法令 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 0.5時間

【【受受講講をを省省略略ででききるる条条件件】】

特別教育の内容
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●● このガイドラインは、墜落制止用器具を使用して行う作業に適用する。

厚生労働省は、墜落制止用器具の適切な使用による一層の安全対策の推進を図るため、今回の、

一連の安全帯に関する規制の見直し等を一体的に示した「墜落制止用器具の安全な使用に関するガ

イドライン」を策定しました。主なポイントは以下のとおりです。
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ガイドラインのポイント

適用範囲

用 語

●自由落下距離
作業者がフルハーネス又は胴ベ

ルトを着用する場合における当

該フルハーネス又は胴ベルトに

ランヤードを接続する部分の高さ

からフック等の取付設備等の高

さを減じたものにランヤードの長

さを加えたものをいう。

（右図のＡ）

●落下距離
作業者の墜落を制止するときに

生ずるランヤード及びフルハーネ

ス又は胴ベルトの伸び等に自由

落下距離を加えたものをいう。

（右図のＢ）

●垂直親綱
鉛直方向に設置するロープ等に

よる取付設備。

●水平親綱
水平方向に設置するロープ等に

よる取付設備。

●ワークポジショニング作業
ロープ等の張力により、Ｕ字つり

状態などで作業者の身体を保持

して行う作業。

【【フフルルハハーーネネスス型型のの落落下下距距離離等等】】

【【胴胴ベベルルトト型型のの落落下下距距離離等等】】

※ ガガイイドドラライインンのの全全文文はは厚厚生生労労働働省省ののHHPPををごご確確認認くくだだささいい。。
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※ 次ページに掲載のガイドライン抜粋もご参照ください。

第一種ショックアブソーバ

6.75m超

第二種ショックアブソーバ

85kg用

要求性能墜落制止用器具の選定

●● 「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具（要求性能墜落制止用

器具）」の選定要件は以下のとおりです。これらの要件は、2019(平成31)年１月に改正され

る予定の「安全帯の規格」とガイドラインにおいて規定されます。

２ｍ以上の作業床がない箇所又は作業床の端、開口部等で囲い・
手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フル
ハーネス型を使用することが原則となります。

ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある
場合（高さが6.75ｍ以下）は、胴ベルト型（一本つり）を使用す
ることができます。

※ 一般的な建設作業の場合は５ｍを超える箇所、柱上作業等の場合は２ｍ以上の箇所
では、フルハーネス型の使用が推奨されます。

※ 柱上作業等で使用されるU字つり胴ベルトは、墜落制止用器具としては使用できま
せん。Ｕ字つり胴ベルトを使用する場合は、フルハーネス型と併用することが必要と
なります。

墜落制止用器具は、着用者の体重及
びその装備品の重量の合計に耐えるも
のでなければなりません。
（85kg用又は100kg用。特注品を除
く。）

ショックアブソーバを備えたランヤードについては、そのショックアブソーバの種別
が取付設備の作業箇所からの高さ等に応じたものでなければなりません。（腰より高い
位置にフックを掛ける場合は第一種、足元に掛ける場合は第二種を選定します。）

「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具｣の選定要件

66..7755mmを超える箇所では、フルハーネス型を選定要件①

使用可能な最大重量に耐える器具を選定要件②

ショックアブソーバは、フック位置によって適切な種別を選択要件③

フック位置が腰より高い場合 フック位置が腰より低い場合

（100kg用が適切な者）
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●● 取扱説明書を確認し、安全上必要な部品が揃っているか確認し、緩みなく確実に装
着すること。

●● 墜落制止用器具の取付設備は、ランヤードが外れたり、抜けたりするおそれのないも
ので、墜落制止時の衝撃力に耐えるものであること。

●● 墜落後にフック等に曲げの力が掛かることによる脱落・破損を防ぐためフック等の主軸
と墜落時に掛かる力の方向が一致するよう取り付けること。

●● 垂直親綱に墜落制止用器具のフック等を取り付ける場合は、親綱に取り付けたグリッ
プ等の取付設備にフック等をかけて使用すること。取付設備の位置は、ランヤードとフ
ルハーネス等を結合する環の位置より下にならないようにして使用すること。

●● 水平親綱は、ランヤードとフルハーネス等を結合する環より高い位置に張り、それに墜
落制止用器具のフック等を掛けて使用すること。
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使用方法

点検・保守・保管、廃棄基準

●● 墜落制止用器具の点検・保守及び保管は、責任者を定める等により確実に行い、管
理台帳等にそれらの結果や管理上必要な事項を記録しておくこと。

●● 一度でも落下時の衝撃がかかったものは使用しないこと。また、点検の結果、異常が
あったもの、摩耗・傷等の劣化が激しいものは使用しないこと。

○○ 墜墜落落制制止止用用器器具具のの選選定定

・ 墜落制止用器具は、フルハーネス型を原則とすること。ただし、墜落時に着用者が地面に到達するおそ
れのある場合の対応として、胴ベルト型の使用が認められること。

・ 胴ベルト型を使用することが可能な高さの目安は、フルハーネス型を使用した場合の自由落下距離＋
ショックアブソーバの伸び＋１ｍ（＝6.75ｍ）以下としなければならないこと。

○○ 一一般般的的なな建建設設作作業業等等（（ワワーーククポポジジシショョニニンンググ作作業業をを伴伴わわなないい場場合合））

・ 腰の高さ以上にフック等をかけて作業できる場合には第一種ショックアブソーバ※１を、足下にフック等を
かけて作業する場合は、フルハーネス型を選定するとともに第二種ショックアブソーバを選定すること。

・ ランヤードは、標準的な条件における落下距離を確認し、適切なものを選定すること。

・ 墜落制止用器具には、使用可能な最大質量（85kg又は100kg。特注品を除く。）が定められているので、
器具を使用する者の体重と装備品の合計の質量が使用可能な最大質量を超えないように器具を選定
すること。

・ 胴ベルト型が使用可能な高さの目安は、建設作業等におけるフルハーネス型の一般的な使用条件※２

を想定すると、５ｍ以下とすべきであること。これよりも高い箇所で作業を行う場合は、フルハーネス型を
使用すること。

○○ 柱柱上上作作業業等等（（ワワーーククポポジジシショョニニンンググ作作業業をを伴伴うう場場合合））

・ ワークポジショニング用器具を使用して作業を行う際には、墜落制止用器具を併用する必要があること。
・ ワークポジショニング作業は、通常、フック等を頭上に取り付けることが可能であることから、フルハーネ
ス型を選定すること。ただし、頭上にフック等を掛けられる構造物がないことによりフルハーネス型の着用
者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用も認められること。

【【 墜墜落落制制止止用用器器具具のの選選定定要要件件（（ガガイイドドラライインン抜抜粋粋））】】

※１ ショックアブソーバとは、墜落を制止するときに生ずる衝撃を緩和するための器具をいう。第一種ショックアブソー
バは自由落下距離1.8ｍで墜落を制止したときの衝撃荷重が4.0kN以下であるものを、第二種ショックアブソーバは
自由落下距離4.0ｍで墜落を制止したときの衝撃荷重が6.0kN以下であるものをいう。

※２ ランヤードのフック等の取付高さ：0.85ｍ、ランヤードとフルハーネスを結合する環の高さ：1.45ｍ、ランヤード長さ：
1.7ｍ、ショックアブソーバ（第一種）の伸びの最大値：1.2ｍ、フルハーネス等の伸び：１ｍ程度。

7



8

目次



9

TOWA Y型 ハーネス
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TOWA H型 ハーネス
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TOWA フレックスランヤード
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巻取式ランヤード & オプション
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TOWA セーフティーブロック
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